
 

平成２３年４月２５日 

 

 

 公共工事入札における最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定方式の 

改定について 

 

本市公共工事入札においては、最低制限価格（６億円未満の案件）及び低入札価格調査

基準価格（６億円以上の案件及び総合評価一般競争入札案件）を設定しておりますが、こ

のたび国土交通省において算定基準を改定したことから、本市においても次により要綱等

の改定を実施し、算定方式を見直すことといたしましたのでお知らせします。 

 

１ 改定内容 

 「川崎市工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱」第３条の「算出基礎割合」を求め

る方法を、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額を設計金額の合計額で除し

た割合とします 

 ただし、その割合が１０分の９を越える部分にあっては１０分の９と、１０分の７に満

たない場合にあっては１０分の７とします。 

なお、「川崎市建設工事低入札価格調査運用指針」第２において、低入札価格調査を行う

基準となる価格は最低制限価格と同様の率で設定するとされており、この改正に伴い、低

入札調査の調査基準価格の算出方法も同様の方式に変更となります。 

 

旧 新 

① 直接工事費の９５％ 

② 共通仮設費の９０％ 

③ 現場管理費の７０％ 

④ 一般管理費の３０％ 

予定価格の１０分の７から１０

分の９の範囲内で設定 

① 直接工事費の９５％ 

② 共通仮設費の９０％ 

③ 現場管理費の８０％ 

④ 一般管理費の３０％ 

予定価格の１０分の７から１０

分の９の範囲内で設定 

 

２ 施行年月日 

  平成２３年４月２５日 

  （４月２５日以降に入札公告、指名通知を行う入札に適用します。） 

 

 ※なお、改定後の「川崎市工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱」は、川崎市契約

課ホームページ「入札情報かわさき」の「契約関係規定」をご覧ください。 

 

 

連絡先 

財政局資産管理部契約課 

電話 ０４４－２００－２０９６ 


